
季節性インフルエンザ流行に備えた体制整備にご協力ください！
～発熱等の症状のある方の診療体制を整備します～

１ インフルエンザ流行期の外来受診体制の基本的な対応（発熱患者）

新型コロナウイルス感染症に加え、季節性インフルエンザが流行した場合、発熱患者の増
加が見込まれます。発熱患者が地域の医療機関で適切に診療・検査を受けられる体制を整
備するため、医療機関の皆様のご協力をお願いします。

医療機関の皆様へ

かかりつけ医がいない等、相談する
医療機関に迷う場合、土日や夜間等

相
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【「診療・検査医療機関」】

受診・相談センター
（仮称）

電話相談

(1)【発熱患者（かかりつけ患者）は、原則「かかりつけ医」へ相談・受診】
発熱等の症状が生じた場合、都民の方は、かかりつけ医（又は「ひまわ

り」等で検索できる地域の身近な医療機関）へ電話で相談する体制が基本と
なります。「かかりつけ医」の皆様におかれては、東京都医師会の「かかり
つけ医対応の目安」を踏まえ、診療等の対応をお願いします。

※ 体制面から発熱患者を診療できない「かかりつけ医」の皆様におかれては、
診診連携等で、近隣の診療可能な他の医療機関をご紹介ください。

※ 発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、都は「診療・検査
医療機関」を登録し、その情報を相談センターや保健所、地区医師会、医療機関で共有します

※発熱患者等に関する応召義務（令和2年9月4日厚生労働省事務連絡）
〇診療可能な医療機関への受診勧奨もすることなく、単に「発熱者お断り」等と掲示し、発熱患者等
の診療を拒否した場合には、診療を拒否する「正当な事由」があるとはいえないものと考えられる。

かかりつけ医
（※ 発熱患者を診療しない場合は、

他の医療機関を紹介）

インフルエンザ流行期の外来受診体制（イメージ）

(2)【かかりつけ医がいない発熱患者は、都が設置する「受診・相談センター」
に相談。（⇒ 地域の身近な医療機関を紹介 ⇒ 受診）】
かかりつけ医がいない等、相談する医療機関に迷う方のため、東京都では10

月中に「受診・相談センター（仮称）」を設置します。「センター」では、紹介
可能な地域の身近な医療機関をご案内します。

※「ひまわり」も活用

※「ひまわり」も周知・活用

※地域の身近な
医療機関を案内



① 「診療・検査医療機関」の要件
〇 発熱患者が他の疾患の患者と接触しないよう可能な限り動線が分けられていること。
（物理的に動線が分けられない場合は、診療時間を分けることでの対応も可能です）

〇 必要な検査体制が確保されていること（検査を依頼する場合には、連携体制が取れていること）

〇 医療従事者の感染対策を行うなど、感染対策が講じられていること。
〇 自院で検査を行う場合には、都道府県と行政検査の委託契約を締結していること。
（新型コロナの検査を実施しない場合は、地域のPCRセンター等に依頼すること）

〇 【A】の自院のかかりつけ患者である発熱患者のみを対象にする場合は、院内に掲示を行う等、
自院で診療・検査可能である旨の周知を行うこと。

２ 「診療・検査医療機関」について

季節性インフルエンザ流行期の診療体制として、発熱患者の診療等を行う医
療機関を東京都が「診療・検査医療機関」として指定します。
「かかりつけ医」の皆さんは、原則「診療・検査医療機関」の申請をお願いします。

(1) 「診療・検査医療機関」の指定について

診療・検査内容 対応する患者の範囲

・発熱患者の診療を自院で実施
（新型コロナの検査は実施せず、必要
に応じてPCRセンター等を紹介）

【A】
自院のかかりつけ
患者のみ

【B】
・自院のかかりつ
け患者

及び
・他の医療機関等
からの紹介患者

・発熱患者の診療・新型コロナの検査
を自院で実施

〇「診療・検査医療機関」は、発熱患者を診療する全ての医療機関が指定を受けられます

(２) 「診療・検査医療機関」への支援について

① 補助金(発熱外来診療体制確保支援補助金）

都の指定を受け（指定の情報を地域の医療機関や相談センター等で共有）、発熱患者
を受け入れる体制を確保した「診療・検査医療機関」に、外来診療・検査体制確保に要す
る費用が補助されます。⇒ 国の窓口に直接申請し、国が直接補助します。
〇補助金の基準額（1日あたり）
・ 13,447円×（想定受診患者数－実際の発熱患者等の受診患者数）
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② 個人防護具（PPE）の提供

【補助金の交付申請について】
〇 補助金を受けるためには、東京都の指定後に別途国の窓口に申請する必要があります。
詳細は、厚生労働省のホームページ又はコールセンターまでご確認ください。
・厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター TEL:０１２０－３３６－９３３

〇 「診療・検査医療機関」には、国から、サージカルマスク、フェイスシールド、長袖ガウン、
手袋の配布が実施されます。（直接送付）
※ 遅くとも12月下旬には配布予定ですが、配布時期は現在調整中です。



【補助金の概要】
東京都の指定を受けた「診療・検査医療機関」が、発熱患者専用の診療室（時間的・空間的分

離を行い（プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む））を設けて、発熱患者を受け入
れる体制を確保した場合に、外来診療・検査体制確保に要する費用を補助

【補助額（イメージ）】
〇 13,447円 ×（①受入時間に応じた基準患者数 － ②実際の発熱患者等の受診患者数）
・ 基準患者数は、1日あたり20人（又は5人※）を上限として、体制確保時間に応じて設定

（※自院のかかりつけ患者のみを診療等の対象とする場合）

ӣ ᵂ ֻ

体制確保時間（１日あたり）の例 補助上限額（１日あたり）

７時間 約26.9万円

４時間 約15.4万円

２時間 約7.7万円

① 受入時間に応じた
基準患者数

（１日あたり２０人
（又は5人）を上限）

② 実際の受診患者数

(支給例) 体制確保時間7時間、実際の受診患者数が5名の場合 ⇒ 約20.2万円/日

(1)「診療・検査医療機関」について
〇 申請方法

東京都福祉保健局ホームページ内の「診療・検査医療機関」申請サイトに入力し申請してください。
URL：（現在準備中）

〇 申請締切
・第１回 10月19日(月)

β第２回以降の締切・申請方法は、上記ホームページでお知らせします。

【問い合わせ先】
〇 上記ホームページ内の、お問い合わせフォームをご利用ください

補助金(発熱外来診療体制確保支援補助金）

＜「発熱外来診療体制確保支援補助金」の申請等について＞
〇 申請方法：下記宛先に郵送で申請

・ 住所：〒１００－８７７９ 銀座郵便局留
・ 宛先：厚生労働省発熱外来診療体制確保支援事業担当 宛

※申請は、行政書士事務所等に委託し代理申請することも可能です。

〇 送付書類
・交付申請書、事業計画書・所要見込額明細書（厚生労働省ホームページからダウンロード）
・東京都から指定を受けたことを証明する書類（東京都からの指定通知書）

〇 申請締め切り
・第1回 10月12日、 第2回 10月30日

【問い合わせ先】
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター TEL:０１２０－３３６－９３３



「診療・検査医療機関」の指定・国補助金の申請フロー

東京都
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「診療・検査医療機関」の案内を医療機関に送付

東京都に「診療・検査医療機関」の指定を申請

東京都 申請を受け「診療・検査医療機関」を指定し通知
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「診療・検査医療機関」の指定通知を受領

補助金(発熱外来診療体制確保支援補助金)を申請

国
（厚生労働省）

申請を受け「補助金」の交付決定
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ֺӣ 国に「補助金」の実績を報告

国
（厚生労働省）

実績報告を受け「補助金」を交付

ֺӣ 国から「補助金」を受領
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